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足立区男女共同参画推進委員会会議概要 

会 議 名 令和４年度 第２回 足立区男女共同参画推進委員会 

事 務 局 地域のちから推進部多様性社会推進課 

開催年月日 令和４年９月２９日（木） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時４８分 

開 催 場 所 Ｌ・ソフィア ３階第１学習室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 委員長 片野 和惠 副委員長 内藤  忍 委員 

平井有希子 委員 小川 節子 委員 山下 友美 委員 

田中 孝子 委員 亀田 彩子 委員 佐藤 英二 委員 

田口 麻美 委員   

【事務局】 

松本 令子 多様性社会推進課長 秋谷 男女共同参画推進係主任 

星屋 男女共同参画推進係主任  

【傍聴者】なし 

会 議 次 第 １ 前回（６／１３開催）委員会のふりかえり 

２ 男女参画プラザ講座委託に関する評価について 

３ 「年次報告書」作成に向けた委員会意見について 

４ 第８次行動計画の骨子案について 

５ 事務連絡 

  （１）次回開催 １０月２７日（木曜日）午後２時～４時 

     第１学習室 

  （２）その他 
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資 料 

 
・資料１：令和４年度第１回男女共同参画推進委員会（６／１３）の 

     要点 

・資料２：男女参画プラザ講座委託に関する評価資料 

・資料３：年次報告書 様式案 

・資料４：第８次行動計画 骨子案 

・資料５：意識調査結果概要 

・その他１：令和４年度男女共同参画推進委員会 開催日程表および 

      協議内容 

・その他２：令和４年度第１回男女共同参画推進委員会（６／１３） 

      会議録 

・その他３：足立区男女共同参画に関する区民意識調査報告書 

・その他４：足立区男女共同参画に関する区民意識調査報告書 

      【概要版】 

そ の 他 
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（審議経過） 

１ 前回（６／１３開催）委員会のふりか

えり 

（松本課長） 

 定刻となりましたので、これより令和４

年度第２回男女共同参画推進委員会を開始

いたします。 

 本日はご多用のところ、男女共同参画推

進委員会へご出席いただきまして、皆様あ

りがとうございます。 

 冒頭進行を務めさせていただきます多様

性社会推進課長の松本です。よろしくお願

いいたします。 

 これより着座にて説明をさせていただき

ます。 

 それでは、ここで定足数の報告をいたし

ます。 

 本委員会は足立区男女共同参画推進委員

会規則の第４条に基づきまして、委員の半

数以上の出席がなければ会議を開くことが

できないこととなっております。本日は委

員総数13名に対しまして出席10名となりま

すので、本日の会議は有効に成立しており

ます。 

 また、同規則の第５条によりまして委員

会は公開となっておりますので、会議録の

作成が必要となります。会議の内容につき

ましては録音をさせていただきますので、

ご了承をお願いいたします。 

 では、早速ではございますが、次第に沿

って進めてまいります。 

 ６月の第１回の会議から少し日にちがあ

きましたので、まずは議題１としまして前

回委員会の振り返りをいたします。 

 お手元の資料１をご覧ください。 

 今年度の主な検討内容としましては、第

８次の男女共同参画行動計画の策定につい

てということになります。 

 次に、年次報告書の作成ということにな

ります。本日はこちらの作業にも入ってい

きたいと思っております。 

 意識調査の速報値を前回の委員会で皆様

に共有しましたが、６月27日に委員会で議

会報告が終わりましたので、本日は結果報

告書をお配りしております。 

 それとは別に資料５としまして、意識調

査の結果概要というものもお配りしました。

各指標の抜粋入りでございます。 

 資料５をご確認いただければと思います。 

 こちらの調査の対象は3,000人無作為抽出

で調査をかけております。回答が大体

37.9％ということで、前回平成30年度の調

査時は30％でしたので、今回からウェブで

回答できるようにしたのもあり、回答率が

上がっております。 

 主な調査結果としましては、女性活躍の

推進や意識差が見えてきているというのは

前回お話ししたところですけれども、男女

間の意識差、男女の平等感というような部

分も調査の結果として出ております。あと

は、性別にとらわれない防災対策で特に重

要だと思うことなどもこちらの調査結果で

出ております。 

 細かい内容につきましては、ボリューム

もありますので、お持ち帰りいただいて内

容をご確認いただければと思っております。

こちらの意識調査の結果は次の第８次計画

をつくるときの課題としても活用したいと

考えておりますので、全体を見るのは大変

ですが、資料５は各施策の抜粋として基本

的な結果が記載されておりますので、こち

らを参考にしながらご意見をいただいてい

けたらと思っております。 

 では、ここからの議事進行につきまして

は石阪委員長にお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

様式第２号（第３条関係） 
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（石阪委員長） 

 皆さん、こんにちは。石阪です。よろし

くお願いします。 

 ここからの議事は私が進めていきますけ

れども、１点、この調査報告書についても

し何か皆さんあればここで少しコメントい

ただければと思いますが、よろしいですか。

今度は正式版ということで皆様にお配りし

たということですので、またお気づきの点

等ありましたらご発言、コメントいただけ

ればと思います。 

 １点確認ですが、これは経年的な比較と

いうのはありますか。 

（松本課長） 

 経年で見ている指標もございます。それ

については冊子中に記載がございます。 

（石阪委員長） 

 ですので、これは例えば前回の調査から

比べて増えた、減った、これもデータとし

てはあるということです。前回は恐らくコ

ロナになる前だったと思いますので、この

間どう変化したのか、このあたりも注目い

ただきながらまたコメントいただければと

思います。 

 

２ 男女参画プラザ講座委託に関する評価 

  について 

（石阪委員長） 

 それでは、続きまして、２番目です。男

女参画プラザ講座委託に関する評価につい

て、こちらはまず事務局から説明をお願い

します。 

（松本課長） 

 では、事務局から当課の説明をいたしま

す。 

 当課では男女共同参画を進めるために

様々な啓発講座を実施しております。一部

委託している講座がありまして、それにつ

いてチラシや開催実績を基に効果的に行わ

れているかや、適切に進んでいるかという

評価を委員の皆様にしていただきます。実

施時期は前にもご報告したとおり、年２回、

上半期分を10月、下半期分を３月というこ

とで、今回は10月の実施に合わせて皆様に

本日、こちらの資料をお持ち帰りいただい

て、次回の委員会で意見交換をしていただ

くという流れになります。 

 この評価につきましては、資料２番の冊

子にまとめてあるので、こちらをご確認い

ただきたいと思います。前回とかぶってし

まう部分もありますけれども、改めて説明

をいたします。 

 講座の上半期分の評価を今回やることに

なりますけれども、区が委託した業者が講

座を実施しております。その評価を委員会

として評価し、次年度につなげていくもの

となります。 

 私からは全体の流れをお話しして、詳細

なご質問等あれば担当のほうからご回答さ

せていただきます。 

 まず、上半期に実施した講座の一覧、後

ろにチラシがついております。こちらの冊

子、参考１のほうに総合評価表というのが

ありまして、そこに評価という形で点数が

つく形になります。 

 その次、参考２が中間評価の点数表です。

昨年と同じやり方ですが、おさらいという

形で見ていただければと思います。 

 別紙１は上半期に実施した講座のコンセ

プトやアンケートの抜粋などが書いてある

ものですので、点数をつけるときはこちら

の別紙１を参考に、チラシなども見ていた

だきながら点数をつけていただく形になり

ます。 

 こちらの事業者意見につきましては、講

座の実施後、委託業者が振り返りをしまし
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て、それについて事務局が評価とコメント

をつけているものです。 

 次の委員会で皆様からいただいた評価を

事務局のほうで集計しまして、委員会の中

で意見交換を行っていきたいというふうに

考えております。こちらの評定表のデータ

につきましては、事務局のほうから皆様へ

またメールでお送りすることになりますの

で、ご確認ください。 

 私からは以上です。 

（石阪委員長） 

 こちらにいらっしゃる委員のみなさんは、

少なくともこれを体験されていると思いま

すので分かると思いますが、メールでご案

内をいただけるということで、そちらに回

答いただくという形になります。今日ここ

で採点するということではないということ

ですね。お持ち帰りいただいて評価をお願

いします。 

 ちなみにですけれども、この業者さんは

今年４月からでしょうか。その前の年でし

たか。 

（松本課長） 

 昨年度からです。 

（石阪委員長） 

 昨年度からですね。ですので、業者さん

につきましては昨年度と同じ業者さんとい

うことになります。 

 ほか、質問よろしいでしょうか。 

 それでは、またこちらのほうはご連絡を

お待ちして、ご回答のほうをお願いしたい

と思います。 

 

３ 「年次報告書」作成に向けた委員会意 

  見について 

（石阪委員長） 

 続きまして、３番目ですね、年次報告書

の作成に向けた委員会意見について、こち

らはまず事務局からお願いします。 

（松本課長） 

 では、事務局からまず年次報告書の確認

について説明をいたします。 

 去年の年次報告書は、こちらの黄色い表

紙のもので、２つの項目を重点項目として

選んでいただき、所管課と皆様とで意見交

換をいたしました。 

 今まではそのやり方で当該年度の重点事

業を絞ってコメントをいただき、皆様から

のご意見を年次報告書に掲載するというよ

うなやり方をしておりました。 

今年度につきましては、昨年度、令和３

年度の活動実績や成果指標を踏まえて、そ

れについてご意見をいただいて、例えば次

の計画ですとか来年度につなげていくよう、

皆様からご意見をいただきたいと考えてお

ります。 

 こちらの年次報告書案が資料３です。こ

れまでは全事業について資料編に添付する

のみでしたが、今回は各施策の成果指標の

数字、実績値について、５か年ですとか４

か年の数字の推移というものが分かるよう

に表記をして、それについて皆様からご意

見をいただくような形にしたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 資料のほうをご覧いただければ分かると

思いますが、毎年、年次報告書を出して、

私から区長にご報告申し上げるんですけれ

ども、その中身が大きく変わったというこ

とになります。 

 開いていただくと、例えば７ページ、８

ページ以降、今までこういったグラフであ

るとか表みたいなものというのは年次報告

書には掲載されていなかったと思いますが、

一つ一つの成果、特に事業について実際ど
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の程度行われたのかということが一目で分

かるような形で掲載されています。 

 ですから、簡単に言うと、フォーマット

や形式が大きく変わるということになりま

す。どれぐらい進捗したかとか、達成でき

なかったとか、これが一つ一つ分かります

ので、こちらのほうが私も見やすいと思い

ます。 

 ここで議論した内容や皆さんからのコメ

ントはどこに掲載されるかというと、これ

はもう少し前に戻って、これは５ページ、

６ページですね。こちらのほうに掲載され

ています。これでいうと（１）Ⅰ－４、政

策・方針決定過程への女性の参画拡大、例

えば５ページであればそれについての委員

会提言、これは皆さんからいただいたご意

見、これをまとめたものになります。それ

についての区の考えということでリターン

がここにあると。これに対して区はどう思

っているか。同じく６ページのほうにも今

度は人権を尊重する社会の醸成ということ

で、これも提言の後に考えを表記するとい

うことになります。このような表記になっ

ているということで、これが大きな変更点

です。 

 ですので、テーマを２つに絞ったという

ことでこの２つが掲載されているわけです

が、それ以外の意見については最後のほう

に掲載ということになるのでしょうか。 

（松本課長） 

 この５ページ、６ページにつきましては、

昨年の重点項目の２つ、皆様からいただい

たご意見を今仮で載せているものになりま

すので、皆様からいただいたご意見の中で

重要だと思う部分に絞るというやり方もあ

りますし、全体についていろいろとご意見

いただいて、そちらを記載していくという

やり方もあるかというふうに思っておりま

す。 

（石阪委員長） 

 この形を取るというよりは、むしろ皆様

からいただいたご意見をまとめてこちらに

掲載するということですね。ちなみに、そ

の他、ここに書きこまれなかった意見とい

う形で40ページのところに皆さんからいた

だいた意見が掲載されています。皆さんの

意見を掲載するという形については今後テ

ーマが多くなるか少なくなるかにもよりま

すし、まとめ方も事務局のほうでまた考え

ていただくということになります。 

 こちらについて何か皆さんからあります

でしょうか。ご意見いかがでしょうか。ま

ずは形式についてですね。これはいいです

か。 

（小川委員） 

 こちらのほうは新しい方式、キャッチボ

ール形式のほうはよろしいです。 

（石阪委員長） 

 特にこの指標ですね、目標値であったり

とか、それから、実際の事業内容に対する

実績値、こういったものが掲載されていま

す。目標達成度が例えば95％とか、こうい

う数値として令和３年度にどこまで達成さ

れたのか、こういったものもありますので、

全体としてはこういうふうな形に変わって

きたのですか。いかがでしょうか。 

（松本課長） 

 ほかの計画ですと、毎年度実績の報告と

合わせて計画の進捗確認をしますので、そ

ういった形にちょっと近づけていったほう

がよろしいかなということで、今回皆様に

経緯が分かるようにグラフで示しておりま

す。 

（石阪委員長） 

 佐藤さん、どうですか。こういうふうに

変わったというところですけれども。 
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（佐藤委員） 

 今ちょっといろいろばらっと見ていたの

で、ちょっと話はずれちゃうんですけれど

も、この黄色いものの概要版のほうもちょ

っといろいろ見ていたんですけれども、18

ページに面白いなと思って見ていたんです

が、配偶者への不満、どんなことが不満か

と書いてあって耳が痛いんですけれども、

男性が女性に、あるいは女性が男性に家事

について思うことということで、思いどお

りにじゃないとすぐ怒るとか雑であるとか、

何かいろいろ書いてあったので、これはも

うちょっと深掘りしたらもっと面白くなる

のになと思ったりとかして見ていました。 

 全体的にはすごく見やすくなっています

し、新しいやり方でいいのかなと思いまし

た。 

（石阪委員長） 

 概要版のほうの18ページですね。こちら

を見ると男性と女性がそれぞれあって、パ

ートナーへの不満点というところをご指摘

いただきました。 

 今ご指摘いただいたのは男性側の意見の

ほうですね。男性側が思いどおりでないと

すぐ怒る、妻に対してそう感じているとい

うことですよね。これが30代、40代、50代、

60代、全てでトップ、１位になると。これ

は非常に面白いデータです。 

 一方、女性にも注目すると、40代以上に

なってくると、相手がやってくれるのが当

たり前だと思っているというのがトップに

なるんですね、家事・育児について。30代

以下になると言わないと家事・育児をして

くれないというところ、こういったところ

が非常に多いと。 

 これはアンケートの項目が面白いですね。 

（佐藤委員） 

 興味深いですね。 

（石阪委員長） 

 アンケートの項目が面白いので、この辺

も細かく見てみると次回以降、皆さんから

ご意見いただけるんじゃないかと思います。

ありがとうございました。 

 特に男女の差というところに注目して見

ると、日本ではかなり差があるところがあ

るんだなと。ご説明いただいた点について

も男、女の差がそれぞれ違うところがたく

さんあります。 

 もともと日本では海外と比べても家事・

育児に関する時間ですね、これは先進国の

中では一番差が大きく開いているというと

ころもありますし、男性の家事労働時間、

これは世界の中でも最低で、逆に仕事の時

間というのは最長という非常に特徴的な国

でもあるので、この辺がジェンダーギャッ

プをなかなか解消できない一つの理由なの

かなとも感じます。 

 それから、男女共同参画は結構間口が広

いので、例えば今の男女の話だけではなく

て、子育てに関する点でいうと、それこそ

今週からですか、10月１日から男性版の産

休、これが２回に分けて取れるようになる、

これは大きな変化ですし、それから、育児

介護休業法自体は４月１日に大きく改編さ

れて、男性の育児休業取得というのがかな

り奨励されるようになってきたということ、

実際に14％近くまで上がってきていますか

ら、このあたりをどう評価するかなんてい

うのもこの指標を見ると、かなりコメント

ができるようなことがたくさんあるんじゃ

ないかと思います。 

 今日は年次報告書の作成に向けたご意見

ということで、形式については皆さんこう

いう形でよろしいでしょうか。中にこうい

った数字を盛り込みながらやっていくとい

うことですね。 
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 そして、今日は年次報告の作成に向けた

意見交換ということですので、例年ですと、

テーマを幾つかに絞ってヒアリングをして、

そこからいろいろ話を伺ってということに

なるんですけれども、本日はこちらの報告

書案を見ながら、お気づきの点などを自由

にご発言ください。 

 ３ページから４ページを見ていただくと、

足立区男女共同参画行動計画、これは第７

次の体系図がありますけれども、これだけ

実は男女共同参画の行動計画の中ではたく

さんのことが網羅されているという中で、

皆さんが気になったところや足立区として

課題であろうというところをお話をいただ

いて、その改善に向けて何が必要なのか、

これを皆さんと一緒に考えていきたいと思

います。 

 上から見ていくと、足立区は従来からか

なり取り組まれてきたワーク・ライフ・バ

ランスからスタートしていって、特にＤＶ

とか貧困、これも近年かなり力を入れて、

下のほうにこれでいうと３つ目、４つ目あ

たりにこの辺はまとまっています。特に子

どもの貧困に対する理解、ひとり親の支援

など、これが６次計画と比べてかなり拡充

されました。 

 それから、２番目、これは個人の個性や

多様な生き方を尊重する、これは多様性の

尊重というところが大きな基本目標の２つ

目のところになります。 

 例えばですが、今回足立区で皆さんのお

手元にもあるＬＧＢＴの冊子であったりと

かバッジですね、こういったものにも関連

すると思うんですが、多様性の尊重という

ところでいうと、この２の１の⑮というと

ころです。性的マイノリティを含めた多様

な価値観についての理解促進、これも足立

区の７次の計画の中には入ってきています。 

 今日は皆さんからご自由に意見をいただ

きながら、令和４年度の年次報告の作成に

向けた意見出しというのをやってまいりた

いと思います。 

 ちなみにですけれども、このバッジと冊

子の説明はいいですか。 

（松本課長） 

 バッジを早速つけていただいてありがと

うございます。この冊子は今年の初めに小

中学校の教職員の先生方の全ての方にお配

りをしているものです。それ以降も地域で

すと、学童の先生や住区センターの管理運

営委員会の方など、最近は民生児童委員の

方々にもお話をしながら、配っているもの

です。 

 バッジは例えば本庁舎の１階の戸籍住民

課のところにレインボーフラッグと一緒に

置いたりですとか、あと、先日、北千住の

マルイでもインクルージョンフェスという

のをやっていまして、その中でもこの冊子

やバッジを配ったりということをやってお

りました。 

 この啓発冊子については、区民の方たち

がより身近にこのＬＧＢＴについて知って

いただけるようインタビュー形式にしてお

ります。当事者の方、当事者を支援したこ

とのある先生、当事者をお子さんに持つ保

護者の方、このお三方のインタビュー記事

を載せているというのが特色になります。 

 こちらの内容は中学校に上がって制服を

着るのが苦しいといったトランスジェンダ

ーのお話です。地域での啓発活動の際、身

の周りには当事者はいないとおっしゃる方

がいるのですが、人口の３％から８％ぐら

いは当事者の方がいらっしゃるという調査

結果があり、40人学級だったら２人とか３

人いてもおかしくないんですよというよう

なことを一緒にお伝えしながらお配りして
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います。 

 もし地域に戻られて勉強会をしたり、こ

の冊子を配ってみたいということでしたら、

こちらのほうにご連絡いただければ冊子も

お渡しできますので、ぜひご活用いただけ

ればと思っております。よろしくお願いい

たします。 

（石阪委員長） 

 １つがバッジですね、啓発グッズという

ことで作っていただきました。特に今のお

話ですと、お子さんなんかもつけられてい

るということですし、非常にデザインもお

しゃれです。１つはＬＧＢＴとかなり濃く

書いてあるんですけれども、もう一つはよ

く分からない抽象的な感じのものですので、

ご自身で多分使い分けるんですね。 

（松本課長） 

 私たちはＬＧＢＴ ＡＬＬＹという白い

バッジをつけております。もう1つのロゴバ

ッジは、ぱっと見ても何のマークか分から

ないかもしれませんが、当事者の方には伝

わるような形になっていますので、身につ

けることでＡＬＬＹだよというのを静かに

お伝えできるものだと思います。 

（石阪委員長） 

 そして、冊子のほうについても、当事者

の教師に聞く、親に聞くとかいろいろあり

ますね。当事者に聞く、インタビューが入

っているのがかなり特徴的で、これも足立

区としては当事者の意見を聴いてこういっ

たものを作っているということにもなりま

すので、またこれもご意見があったらいた

だければと思います。 

 ちなみにですが、先ほど報告書の案の17

ページのところにＬＧＢＴという言葉の認

知度というのがございます。当初、令和４

年度目標として80％というのを目標値と掲

げていましたけれども、もう直近の実績値

が85.6、既にもう目標値を超えていると。

ですから、これは達成度を見ると107％とい

うことで100％を超えているという状況です。

啓発グッズをはじめ様々な取組の中で、こ

のＬＧＢＴの認知というのが足立区では非

常に高まったということですから、こうい

ったことも一つの成果として言えるのでは

ないかと。これ当時は何％からスタートし

たんですか。 

（松本課長） 

 大体７割ぐらいというふうに言われてい

ましたので、足立でも認知度が上がってき

ているというところです。 

（石阪委員長） 

 上がってきている。85.6ですから、相当

数の方がこの言葉を知っているということ

です。つい５年前、10年前にＬＧＢＴとい

う言葉を聞いて「ああ」と思った方はそう

いらっしゃらなかったと思うんですけれど

も、この間、90％近くの方が分かるように

なったというのは近年のもちろん流れもあ

りますけれども、こういった足立区の取組

の成果と言えるのかもしれません。 

 それでは、皆さんからご自身の気になる

ところあるいはここをもう少し足立区とし

て力を入れてほしいというご要望があれば、

そういったものを順に聞いていきたいと思

いますので、コメントをいただければと思

います。 

 ご自身の関わっているところでもいいで

すし、今見て皆さんの感じたとことでも構

いません。 

 では、聞いていきましょう。片野さんか

らいきましょうか。 

（片野副委員長） 

 私としては、女性団体連合会はかなり昔

からＬＧＢＴの問題、勉強会などをやって

いる団体ですので、関心は高いのですが、
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実際にこの冊子が勤務している小学校の職

員室の棚に入っていて、驚きました。 

ただ、管理職の方に聞くと、本当にこれを

読むのに精いっぱいで、そこから自発的に

何かをするところまではまだ時間がなくて

できていないということをおっしゃってい

ました。LGBTに限らず人権に対しては、欧

米の教育現場と比べると、まだまだこれか

らなのだと思います。 

 あと、22ページの防災女性リーダーの育

成・登用というところなのですが、実は６

月に開催した「男女共同参画記念ふぉ〜ら

む」で女性防災士の方をお呼びして、区の

対策と並べて講演をしていただいた際に意

図的に女性防災士を増やすことで、避難所

の運営に女性が関わっていくことができる。

という話がありました。避難所は、町会主

体で運営されているので、町会の中から女

性の方に防災士の資格を取ってもらおうと、

区が資格取得にかかる費用、6万円を助成し

ているんですね。今回私たち女団連の会員

からも、資格を取得したいという声が上が

り、多様性社会推進課の職員の方が中心に

なって町会とつないでいただき、動き出し

たところです。 

（石阪委員長） 

 これは令和３年度だけが上がっています

よね。これを見ると施策23の防災女性リー

ダーの育成・登用の支援、これも５人にな

っています。その下の防災士資格取得費用、

こちらについても受講者数、女性の数、こ

れは共に増えているので、これは区として

の取組が何かあったんでしょうか、助成を

増やすための。 

（松本課長） 

 増やそうということで今動いている状況

でしてこの数字になっております。 

（片野副委員長） 

 その中では引き続き今年度もできるとい

うこと。 

（石阪委員長） 

 今年度もということですね。ありがとう

ございました。 

 前半の部分の教育現場での取組ですけれ

ども、１つのやはり大きな課題はこういっ

た啓発物、啓発のリーフレットを作っても

それが現場に配られるだけということで終

わってしまう点ですね。配るだけではなく

て、そこから先どうするか、これも我々と

してはちょっと考えていかなければいけな

いところなのかなと、そういうことですね。 

（片野副委員長） 

 人権教室なども開催されていますけれど

も、足立区の全ての学校でやっているわけ

ではないので。やはり人権に対して意識の

高い先生がいらっしゃると、そういうテー

マで開かれたりするんですが、なかなかそ

こは学校差が大きいところです。 

（石阪委員長） 

 たしか前回ヒアリングのときに東京都は

こういうものを結構作っていて、それを用

いて先生方への研修をされているというお

話でしたけれども、これが作成されたとい

うこともありますので、区としての姿勢や

取組、特に制度は東京都とまた違いますの

で、とくにファミリーシップ制度の説明も

しっかりやっていただきたいと思います。 

（平井委員） 

 経過指標と活動実績の数字がついて経年

で分かるようになってすごく見やすくなっ

たと思っています。 

 私のほうでちょっと気になったのは、ワ

ーク・ライフ・バランスのところですね。

７、８、９、10というところなんですけれ

ども、まだちょっとぱっと見ただけなんで

すが、ＬＧＢＴの言葉の認知度がすごく高
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くて85.6％という先ほどもあったと思うん

ですけれども、一方、このワーク・ライ

フ・バランスの言葉と内容の認知度、10ペ

ージのところが令和３年70.1％で、ＬＧＢ

Ｔよりも低いんだというのが…… 

（石阪委員長） 

 ワーク・ライフ・バランスのほうがＬＧ

ＢＴより低いと。 

（平井委員） 

 たしか前回か何かでワーク・ライフ・バ

ランスの言葉の認識がちょっと低いという

のはちらっと聞いていたので、気になって

まず見てみたんですけれども、足立区はや

っぱりＬＧＢＴの啓発活動、こういうグッ

ズを配るときっかけとしていろいろなお話

ができるというのはすごくいい取組だと思

うんですけれども、一方、ちょっとワー

ク・ライフ・バランスの認知度がそこまで

いかないのは寂しいなというところがあり

まして、ワーク・ライフ・バランス企業の

認定制度も足立区はありますよね。結構100

社以上ある。 

（松本課長） 

 112社ですね。 

（平井委員） 

 112社あると思うんですけれども、そうい

った取組をされていてもちょっと低いのだ

なと。この調査対象は29歳以下なんですね。 

（石阪委員長） 

 ちなみに今おっしゃっていただいた10ペ

ージの表は、これは29歳以下と書いてある

んですけれども、これは30歳以上は入って

いないということですね。 

（松本課長） 

 そうです。施策は若年層へのライフデザ

イン教育の充実というところの成果指標で

して、29歳以下となっています。 

（石阪委員長） 

 場合によっては、例えば全員を取れば数

字が上がるかもしれない。 

（松本課長） 

 こちらの意識調査の25ページにワーク・

ライフ・バランスの調査結果も言葉の認知

度については全体のものが上がっておりま

して、世代別、全体でいいますと、言葉も

内容も理解しているという方が42.4％、言

葉は知っているが内容が分からないという

人も加えると64.6％。 

（石阪委員長） 

 ここまでを認知と見るんですかね、そう

すると。 

（松本課長） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 でも、下がってしまったわけですね。 

（松本課長） 

 そうですね。若い人のほうが知っている

方が多いという結果ではあります。 

（石阪委員長） 

 これを見ると、29歳以下が一番高くて、

年齢が比較的高くなると数値が落ちるのか

なと。 

（平井委員） 

 そうなんですね。社会人のほうが落ちて

しまうんですね。 

（石阪委員長） 

 むしろそういうこともありますね。恐ら

く教育の中で高等学校、中学校も含めて、

この言葉は比較的先生方がご使用されてい

るのか、キャリア教育の一環として入って

きているのかもしれないですし、年配の方

はこういったことをかつてあまり聞かなか

ったのではないかと。啓発としては。こち

らの中高年向けのワーク・ライフ・バラン

スの普及というのを一つ課題にしていかな

いといけない。若い人はかなり高い数値が
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ありますから。 

（平井委員） 

 中高年はやっぱり会社の役職者ですとか

経営者だったりするので、そのあたりの意

識が変わってくるとやっぱり取組が現実的

に会社の中で動いてくる、実施ができてい

くのかなとも思いますね。今この表を見て、

先生のご指摘を受けて思うところとしては

以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 小川さん、これどうですか。経営者の方

とかはどうですか。 

（小川委員） 

 経営者の方は、社長さん方は今の時期ど

んどん世代交代がされておりますけれども、

そういうふうに世代交代を早くなさった会

社のほうが会社自体の意識というか、関心

度が高いですよね。 

（石阪委員長） 

 つまり若い社長さんのほうが比較的こう

いったことに対する取組が熱心だというこ

とですね。逆になかなか世代交代がないと

ころについては…… 

（小川委員） 

 されていないところとか、高齢の社長さ

んが頑張っていらっしゃるようなところは、

それに準じて役職の方もやはり高齢者です

し、なかなか入っていかない部分があるか

も…… 

（石阪委員長） 

 恐らくワーク・ライフ・バランスという

言葉だけじゃなくて、先ほどの育休であっ

たりとか様々な制度がありますよね。この

辺がどうにもちょっと遅れていると。 

（小川委員） 

 ええ。遅れていると。ですから、女性の

社員さんに対しても、さっと平行なスタン

スを持てるのは若い社長さんだったり、若

い重役さん方がいらっしゃるところのほう

が自然と上がっていきますね。 

 ですから、その世代の交代が進めば進む

ほどこれは必然的に高まっていくパーセン

テージが求められるとは思いますけれども、

そんなに足立区は皆さんご存じのように零

細中小企業が多いので、社長さん方もどー

んと構えておられるところばかりではない

ということも別記されているかなと思いま

す。 

（石阪委員長） 

 そういう意味では、例えば経営者を中心

とした研修への補助だとか支援というのは、

区としてはどうなんでしょうか。例えばよ

くあるのは階層別研修といって、経営者、

そして、中堅、若手みたいな、これは多分

補助制度や何かがあると思うんですが、ど

うでしょう。 

（松本課長） 

 産業経済部へ確認をしてみます。 

（石阪委員長） 

 このワーク・ライフ・バランスとか。 

（松本課長） 

 ワーク・ライフ・バランスも企業の人事

担当者向けの講座などの案内はしておりま

す。 

ただ、当課で実施しているものについて

は、経営者向け、経営改革セミナーは委託

講座の中にありますが、階層別という形に

はなっていないのが現状です。 

（石阪委員長） 

 結構階層別は効果があって、やはり経営

者の方向けなのか若い人向けなのか、ある

いは中堅クラスなのか、このあたりも結構

今研修なんかが見直されて、メニューなん

かもかなり変わってきていますので、足立

区としても何かそういった支援があると各
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階層に広がっていくのかなという感じがし

ます。 

 先ほどおっしゃったように中小企業は多

いということですから、ご自身でお金を払

ってというのはなかなか難しいところもあ

るので。 

（小川委員） 

 まず時間をつくるという感覚がなかなか

前向きじゃないと思います。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、続いて田中さん、いかがでし

よう。 

（田中委員） 

 21ページの孤立ゼロプロジェクトの部分、

質問していいですか。令和４年度の目標値

が1,800件に対して過去を見ると、少ないほ

うがいいということですか。私これ理解が

できていないんですけれども、実績値の推

移を見ると9,000、あと１万を超えて、令和

３年度で9,369件なんですけれども、令和４

年度の目標値というのが1,800件というのは。 

（石阪委員長） 

 目標値が1,800なのにもかかわらず、実績

値を見ると9,000を超えていると。これは事

務局、いかがでしょうか。ひょっとすると

ミスかもしれないですね、これ。桁が違い

ますものね。 

 これはまた事務局のほうでちょっと確認

いただくということでいいですか。これは

ちょっと明らかに数が違い過ぎるので。 

（松本課長） 

 平成28年、申し訳ありません。確認して

次回提出いたします。 

（石阪委員長） 

 こちらの大きいほうのデータが違うかも

しれないということですね。では、これは

次回事務局のほうから回答いただきます。 

（田中委員） 

 中学校ＰＴＡ連合会から来ているんです

けれども、今中学生のＰＴＡが終わると、

卒業するとともに任期が切れます。そうす

ると、子ども相手が高校生になると結構離

れていきますよね。そういった方々にぜひ

絆のあんしん協力員というのが足立区であ

るので、そちらのほうに登録というのか、

いただけませんかというのを区の包括支援

センターの方かな、オレンジ色か何かのリ

ーフレットを持ってきて説明を受けました。

そういう場にいればそういうことをやって

いるというのは分かるんですけれども、ほ

かに認知というか、周りに周知というのは

どのような感じでしているのかなと。 

（石阪委員長） 

 これは確かに足立区だけですね。孤立ゼ

ロプロジェクトの高齢者の見守り支援とい

うことになるんですしょうか。実際の業務

は、ほぼ町会、自治会の方が兼ねていて、

一部そういった公募という形で入ってきて

いらっしゃると思うんですけれども、こち

らは数を見ると横ばいというようなイメー

ジですが、これは足立区としてはどうなん

でしょうか、足りているのかやっぱり足り

ずにもっと数が必要なのか。 

（松本課長） 

 内容については所管課に詳しく確認した

いと思います。 

（石阪委員長） 

 ということですので、今お話ありました

が、孤立ゼロプロジェクトは足立区の施策

ですけれども、その担い手である絆のあん

しんネットワークの協力員の登録ですが、

先ほど言ったように事務局のほうからもあ

りましたとおり、コロナで実際に動いてい

ないとすると、ひょっとすると止まってい

る可能性がありますね。ですので、再開後
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また始まっていくと思います。たしかこれ

は70歳以上のお一人の方と75歳以上のご夫

婦でしたか。何かありましたよね。 

（田中委員） 

 65歳。 

（石阪委員長） 

 65か。何かその辺はたしか決まりがあっ

て、それ以上の方のある意味では孤立を何

とか防ぐための協力員ということになるん

ですかね。 

（片野副委員長） 

 ちょっといいですか。これも男女差があ

って、たしか男性の方が３倍孤独死してい

る方が多いというのを区のほかの委員会で

聞きました。女性のほうが多分ふだんから

地域のネットワークがあるので、「今日は

〇〇さん来ないわね、どうしたのかしら？」

と早く発見されるのではないでしょうか？

男性の独居の場合は、地域コミュニティに

つながっていない方が多いのも要因ではな

いかと思っています。男性の場合、住区や

包括に行きづらい方も多く、NPOの中にはお

風呂やさんなど生活の場に居場所、コミュ

ニティを作る活動をしている団体があるそ

うです。 

（石阪委員長） 

 以前この委員会でも議論しましたよね。

男性のネットワークづくりというのが課題

で、今おっしゃったように男性と女性の間

の差ということを考えると、男性は高齢に

なるとより孤立化する傾向がみられるとい

うことです。ネットワークづくりがうまく

いっていない、それが今の孤独死につなが

るということですから、本来は、協力員の

方は、見守りだけでなく、どこかつなげる

役までを担っていかなければならないと思

います。見守りだけではないですよね。 

（松本課長） 

 見守って、必要があればどちらにつなぐ

と。 

（石阪委員長） 

 だから、つなぐというところまでやって

いくためには、これだけだとかなり厳しい

のかもしれないですし。 

（片野副委員長） 

 社協のほうでヤクルトさんを使って、ヤ

クルトを届けて、ヤクルトがそのままにな

っていたらつなぐというのがあったり、あ

と、他区だと宅急便屋さんが見守りサービ

スを提供していると聞きました。 

（石阪委員長） 

 そうですね。郵便局とか、そういうのが

ありますよね。 

（片野副委員長） 

 色々なサービスが出てくると思いますが、

つなぐところまでやるというのは確かに課

題かもしれないですね。 

（石阪委員長） 

 ちなみにですけれども、この孤立の対策

というのは担当課というのは区の中ではま

だないんですか。 

（松本課長） 

 ございます。 

（石阪委員長） 

 どちらが担当。 

（松本課長） 

 当課と同じ地域のちから推進部の中に絆

づくり担当部、担当課というのがあり、そ

ちらを中心に進めております。先ほど片野

会長が言われたデータももし必要でしたら、

次回お渡しするようにいたします。 

（石阪委員長） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 それでは、続いていきましょうか。山下

さん、お願いします。 

（山下委員） 
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 田中さんと同じような感じになってしま

うかもしれないんですけれども、30ページ

の一番上の子ども関連の相談のところなん

ですが、令和２年で390、令和３年で102と

いうのは、これはコロナの影響の値なんで

すか。 

（石阪委員長） 

 がくっと下がっていますね。 

（山下委員） 

 はい。３分の１ぐらいになっているので、

この理由というか、なぜここまで減ったの

かなと。コロナだけの。 

（石阪委員長） 

 ちなみに目標達成度でいうと34％ですか

ら、むしろ下がってしまったわけですけれ

ども、そう考えるのが妥当ですかね。いか

がでしょうか。 

（松本課長） 

 こちらも確認して次回お答えいたします。 

（山下委員） 

 あと、37ページの39の相談体制の充実、

利用促進の豆の木相談室利用件数、これも

令和２年から令和３年に格段にちょっと倍

ぐらいになっているんですね。 

（石阪委員長） 

 こちらは今度は増えていますね。令和３

年、37ページですね。 

（山下委員） 

 どういった相談というか、豆の木なので

ひとり親家庭だと思われるんですが、どう

いった件数でこの１年間で倍以上増えたの

かなというのをちょっと教えていただきた

いなと思いました。 

（石阪委員長） 

 こちらも担当課は別ですよね。 

（松本課長） 

 こちらは親子支援課というところになり

まして、こちらの豆の木相談室とか豆の木

のメールはすごく周知を頑張っているとこ

ろなので、その効果もあって増えているの

かもしれませんが、具体的な内容はまた確

認して次回ご報告します。 

（石阪委員長） 

 今の２つは特に令和２年から３年に向け

て、１つはがくっと落ちて、１つは倍以上

になったということがありますので、この

あたりは担当課に確認いただいて、ひょっ

とするとコロナの影響ではなくて、むしろ

別の様々な…… 

（山下委員） 

 違うものがあるのかなというのをちょっ

と。 

（石阪委員長） 

 例えば豆の木相談室は利用をするための

様々な啓発が実はかなりうまくいったと。 

（田中委員） 

 一回ありました。中Ｐ連のほうに担当の

方々が来て、リーフレットから説明を私た

ちは受けました。それがコロナ前なので、

もしかしたらそういうのも影響して周知が

されたのかなと。 

（石阪委員長） 

 かなりうまくいっているということです

ね。分かりました。では、その点また確認

をしていただければと思います。 

 それでは、亀田さん、お願いいたします。 

（亀田委員） 

 18ページのところの項目でいうと⑰番の

性と生殖に関する健康を守る権利の啓発と

いうところで、このあたりも啓発活動とい

うのが多分コロナでできなかったのかなと

いうところはあるので、ここら辺は興味深

いかなと。 

（石阪委員長） 

 ここの担当課はこちらじゃないかな。そ

うですね。いかがでしょうか。これちょっ
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と数字が下がっているということですけれ

ども。 

（松本課長） 

 やはりコロナの影響もあって、定員を絞

ったということはありましたが、周知につ

いてもまだ課題があるかもしれませんし、

内容を確認したいなと思います。回数が２

回というのは決まっているので、あとはど

うやって集客するかというところになるか

と思います。 

（石阪委員長） 

 そういう考え方なんですね。２回なんで

すね。ですから、そこまで逆に言えば変わ

らないと。２回の回数は変わっていない。 

（松本課長） 

 そうですね。開催数は変わらないです。 

（石阪委員長） 

 特にコロナの影響で様々なこういった健

診やイベントですね、これはかなり人が減

ったんじゃないかなと。１つの可能性とし

ては、例えばオンライン開催を１回入れて

みるとか、そういった工夫も必要ではない

かと思います。ちなみにオンラインにする

と数はもっと増える可能性がありますよね。

ご自宅からいろいろそういったものが受け

られると。そのあたりの工夫が必要なのか

なと思います。 

 あとは、どっちもオーケーで、対面でも

オンラインでもハイブリッドのような形で

開催もありうるかと思います。 

 それでは、続いて田口さん、お願いしま

す。 

（田口委員） 

 よろしくお願いします。 

 私はやはり先ほども指摘があったように、

30ページの子ども関連につないだ件数がす

ごく減っていたりとか、あと、豆の木の相

談が多いとか、やっぱりコロナが関わって

いることが多いのかなと思って、この３年

間、普通に過ごした３年弱よりもコロナの

影響がすごくあるから、それを考慮して考

えるべきなのかなと思ったときに、やはり

女性の貧困とかシングル親家庭への影響と

か、それによる子どもへの影響というのが

やっぱり気になるところですね。 

 あとは、先ほどは高齢者の孤立支援の話

もありましたけれども、やはりこの３年弱

で母親の孤立というのはすごくあるんじゃ

ないか。ちょっとそれが資料としてどこか

に…… 

（石阪委員長） 

 恐らくコロナになってからつながるとか

対面で何かするということは減っているは

ずですので。 

（田口委員） 

 かなり減っているのと、あと、14ページ

のファミサポ利用率がちょっと上がってい

る。 

（石阪委員長） 

 ファミサポは上がっているんですか。 

（田口委員） 

 上がっていて、令和２年度に減っている

のはもしかしたらコロナで頼みにくいとか

関係があるかもしれないんですけれども、

一回ちょっとコロナで下がってまた上がっ

ている。 

（石阪委員長） 

 ただ、でも少ないですね。一時期１万件

超えていたのがこの２年間は少なくとも

3,000、5,000ですから、下がっているのは

恐らくコロナの影響だと思うんですけれど

も。 

（田口委員） 

 私もファミサポ自体は子どもが乳児のと

きには利用したことがあるんですけれども、

支援を必要としている人は一定数いると思



17 

うけれども、頼みにくかったりとか。 

（石阪委員長） 

 何かご自宅にいただくようなケースもあ

るので、コロナだとなかなかそれがという

ところもあるのかもしれませんね。 

（田口委員） 

 そこも母親、親の孤立と貧困などが例え

ば子ども自体の貧困につながっていったり

とか虐待とかでもっと見えにくくなってい

るんじゃないかなと感じるというか、考え

るところがあって、ここら辺についてちょ

っと考えていきたいなと思っております。 

（石阪委員長） 

 足立区の場合は、もともと貧困というの

は非常に可視化されていて、数字的にもか

なりいろいろデータがありましたので、い

ち早くこちらの貧困対策というのに取り組

んできたわけですけれども、コロナを経て

むしろ表には出てこないような、そういっ

た貧困問題が出てきているはずですから、

それを洗い出していくと、結果的に数字が

落ちているから貧困はなくなったというこ

とでは決してなくて、むしろどう変わった

かというそこに着目しながら制度設計を今

後やっていただきたいと思います。これは

足立区の新しい課題になりましたね。 

 ですので、今までの数字に表れない貧困、

特に子どもたちだけではなく親世代、特に

母親とかひとり親、この孤立問題ですね。

孤独・孤立というと今まではどうしても高

齢者のイメージでずっと来ましたけれども、

若い世代の孤立の問題、これは極端に言う

と10代、20代の若者たちもそうなんですよ

ね。今までであればいろいろとつながるこ

とができたのが、オンラインになり、コミ

ュニケーションが取れなくなり家の中に引

き籠もってしまうと。いわゆるひきこもり

というのも一つの大きな問題になってきま

すので、直接的に男女共同参画に関わる問

題ではありませんけれども、孤立問題、こ

れは足立区としてどう取り組むか、一つ大

きな課題だと思いますね。ありがとうござ

います。 

 それでは、続いて佐藤さん、いかがでし

ょう。 

（佐藤委員） 

 よろしくお願いします。 

 最初に、私の妻がこの７月にくも膜下出

血になってしまって、突然のことだったの

で、家事が全部私の肩に乗っかってきたわ

けですね。そのときにいろいろ思うことが

あって、それをちょっとだけお話しさせて

いただくと、よくいろんな資料で家事がう

まくできないとか夫と奥さん、妻のほうの

間で意識が共有できないということがあっ

て、どうやったら家事分担ができるかとい

う話をちょっと私なりに考えたんですね。 

 家事分担と言っちゃうとすごく簡単なん

だけれども、要は３つあって、情報を共有

するということがまず１点大事なこと、そ

れとお互いが納得すること、そして、３つ

目が実行するというこの３つのステップ、

フェーズがないと、幾ら家事分担がうまく

できないとかうまくできるとかいっても解

決しないことがあるんじゃないかというこ

とを実はさっき一番最初に申し上げた黄色

い報告書概要版の18ページ…… 

（石阪委員長） 

 先ほどのところですね。 

（佐藤委員） 

 そうですね。先ほどのところのちょっと

余談というか補足になっちゃうんですけれ

ども、そういうことがあって、妻が倒れて

しまっている、なぜ自分は家事ができない

んだというところから発展して、自分なり

にちょっと探究したのがそういうことでし
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た。 

 妻が私と同じ50代なんですけれども、生

きがいを感じないというふうに最近よく言

うんです。それで、何で生きがいを感じな

いのかなというと、やっぱり仕事が忙しい

とか体が不自由にならないとかいろんなこ

とがあって、テレビとかをつけて見るとや

っぱり孤独な人が多かったりひきこもりが

多かったり、さっきの話じゃないですけれ

ども、貧しさがあったり余裕がなかったり

仕事が忙しいといろんなことがあるので、

生きがいが低くなってきているのかなとい

うのが私の最近気がついたことでした。 

 ちょっと話があちこち行っちゃっていま

すけれども、皆さんが今見ている黒い報告

書の19ページですか、施策の20と書いてあ

るところが私はちょっと気になって、区民

の学習・自主活動・生きがいづくり等への

支援で、区民がどのぐらいの割合で参加し

ているかというんですけれども、これさっ

き委員長がおっしゃったとおり、オンライ

ン化が進めば参加者はぐっと伸びるはずな

のに、区民の参加の割合がＲ１からＲ３に

かけて減っている。割合ですから、ちょっ

と実数じゃないから何とも言えないんです

けれども、減っているというのがちょっと

気になりました。 

 あと、生きがいといっても皆さんかなり

いろんなバリエーションがあると思ってい

て、ボランティアとか例えば荒川の近辺の

畑を作ったりとか、最近はいろいろ足立区

でもサービスをいろいろやっているので、

そういったものを幅広く調査した結果で、

さらにオンラインでのカウントを含めた結

果、この4.3％になっているのかどうかとい

うのはちょっと怪しいので、その辺どうい

う内訳になっているのかというのをまた教

えていただければと思いました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。恐らくこれ参加

される方はほとんど高齢者ですね。高齢者

のやっぱりオンライン参加というのはなか

なか難しいところがあって、この辺は一つ

課題と言えると思うんですよね。例えばＺ

ｏｏｍにしろ何にしろ、設定をしてそこへ

入っていくということになると、そこでの

支援というのが必要になってきますので、

オンライン化はほとんどしていないんじゃ

ないかと思うんですね。 

 ですから、結果的に対面での講座の参加

が減っていると、恐らくそういうことだと

思うんですが、これも確認ですが、オンラ

イン講座がどれだけあるかとか。 

（松本課長） 

 そうですね。参加者のもし年代の分かる

ものがあれば。 

（石阪委員長） 

 若い方だとまた違ってくるのかもしれま

せんけれども、これだと年代がちょっと分

からないので、下の高齢者の教室というの

は恐らく対面の講座だと思うんですね。こ

れはやはりコロナで令和２年から１つ下が

って、また戻ってきたというふうに評価で

きるかもしれませんね。 

（佐藤委員） 

 あと、ぜひ入れていただきたいなと思う

のがボランティアも生きがいの中に必ず直

結するので、学びだけじゃないと思ってい

ますので、その辺どういうふうに指標をつ

くるかというところはまたご検討いただけ

ればと思います。 

（石阪委員長） 

 恐らく男女のこの中にはその指標はない

と思うんですが、先ほど言ったように別の

部局ですね、そちらのほうでは恐らくボラ
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ンティアの参加ということも調べているは

ずですから、ここの中には載っていないと

いうことになりますね。 

 生きがいの問題ですね。これも実は施策

20として入っていますので、ありがとうご

ざいました。 

 ちなみにこの男女共同参画でいうと、こ

の男女差というのもちょっと気になるとこ

ろで、例えば高齢者講座に男の人はそれぞ

れどれぐらい関わっているかというところ

は、一つちょっと調べていただいてもいい

かもしれないですね。 

 先ほどの流れからいうと、なかなか男性

が少ないのではないかというご意見があっ

て、それが孤立・孤独につながっていると

いうお話がありましたから、例えばこれは

圧倒的に女性が多いとか、そういうことが

出たときにはむしろ男性に対してどういう

啓発、参加を促すかが課題になると思いま

す。ありがとうございます。 

 では、小川さん、いかがでしょうか。

（小川委員） 

 私は町会とかも含めて生きがいまでは自

分としては感じておりませんけれども、否

応なしに関わっている現状なんですね。こ

の間、ふっと「小川さん、もう町会脱退す

るわ」という方が高齢者の方で、とても働

き者で84歳の方でお一人なんですね。町会

で何もできなくなったからもうやめるとお

っしゃったんですよね。今まであれだけや

ってくださったから、これから私たちがい

ろいろお世話というか、気を配る時期に入

ったんだから、やめたりしたら逆に困るん

じゃないのと言ったら、「でも、もういい

のよ」なんて言って、「はいはい、分かり

ました」と。 

 そしたら、今日たまたまうちにその方が

電話じゃなくて来られたんですよ。「何か

この前、変なことを言ったから、頭がぼわ

ぼわしちゃって分からないんです」とおっ

しゃいました。「町会退会の件ね。あれは

もう１年分お支払いいただいているから、

来年課題に上げようと思っていたから全然

関係なくていいのよ」ということであれし

ていたら、「何か分からなくなってきちゃ

うのよね、この頃」と。 

 だから、そういうふうに１人で悩まれて

いる方がきっとたくさんいる。でも、彼女

の場合はそのように私とかほかの人にもど

んどん話せる環境下にまだあるから、きっ

とまだまだ大丈夫だと思うんですけれども、

私は少しもうちょっと縁遠いのであれなん

ですが、きっと私たちの知らない場所、知

らないところでそのような方々がたくさん

いらっしゃるということは事実ですよね。 

 先ほど地域包括センターのあのときも町

会の方で、単身の方、ご夫婦の方、それを

調べてくださいということで町会の人たち

がやったんですね。それ以上のことは立ち

会わなかったんですよね。 

 その後、足立区のほうに回して係の方が

あとで訪ねていきますからと言いましたが、

１件だけ、何で一々年を取ったからといっ

て見に来るんだよという方が、「小川さん、

こういう方がいたんですよ」なんて言うか

ら、訪問慣れしていないし、ちょっと今そ

れぞれのプライバシーを守る、守るという

ことがやたら言われているので、ちょっと

そういう意味で侵害されたり高齢者だから

頑張っている意識が逆に高齢者扱いしてぐ

らいな思いで受け取られたんじゃないかな

ということで、同じ施策を通して１本ある

にしても、取り方、考え方が様々だなとい

うことを日々いろんな形で体験しておりま

す。 

（石阪委員長） 
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 町会、自治会の問題がありましたけれど

も、男女の問題に引きつけていうと、町会、

自治会は圧倒的に男性が多いんじゃないか

と思うんですね。世帯主がそこで会議をす

るというようなイメージですので、この町

会、自治会の加入率が恐らく足立区の場合

は５割を切っていて、年々下がっているよ

うな状況ですので、こういった制度、つま

り世帯主が運営していくというスタイルで

すね。これはやっぱり見直さないと町会、

自治会に何のために入っているかというの

がなかなか分からなくなってきているとい

うことですね。 

（山下委員） 

 若い人を勧誘すると、町会に入って何の

メリットがあるのと。明確なのがないので、

説明に困っちゃうんですよね。 

（石阪委員長） 

 何しているのと言うと、回覧板を回すと

か一応防犯・防災活動をしているというの

はあるんでしょうけれども。 

（山下委員） 

 そういうちょっと地味な感じのことなの

で、お年を召せばそういうふうなコミュニ

ケーションが取れてすごいいいと思うんで

すよね。皆さんで気にかけていただいてと

いうのはあると思うんですけれども、若い

人たちというのはなかなか子育ても大変、

それで町会に入って。 

（石阪委員長） 

 役がつくわけですよね。そうなってくる

と、それもご負担になると。 

（山下委員） 

 何か役員にならなきゃいけない、班長に

なると、そういうのが負担になっちゃうの

で、やっぱりちょっと敷居が高いというか。 

（石阪委員長） 

 これはどこも同じです。足立区以外も含

めて。私も今、町内会の役員をやっていま

すが、高校生の娘からはずっとやめろと言

われています。何のために入っているのか

と問われるんですが、答えられないんです

よね、自分も。順番だからみたいなことを

言うんですが、積極的に町会、自治会に入

っている理由というのはなかなか語れない

ので、難しい。じゃあ何と言われると、足

立区の場合、結構それが施策にしっかりと

根づいている面もあって、町会、自治会、

これが地域の代表という形になっています

ので、そこを通さないと地域の意見を表明

する場所がない。これは、子育て世代にと

っては、しっくりこないんじゃないでしょ

うか。 

（山下委員） 

 長いじゃないですか、町会長の方という

のは任期というのがないので、変わってい

かない部分、固まっちゃっているので、上

の方たちが。下の若い世代が入れない。 

（石阪委員長） 

 ずっと同じ方が結構やっていらっしゃっ

たりする。 

（山下委員） 

 大体そういう感じなので、さっきの防災

の話もそうですけれども、６町とかで集ま

ったりしても同じ顔触れのおじいちゃん方

が集まって、さっきの女性の防災士とかと

いう話もないし、男性で。 

（石阪委員長） 

 これ例えば役員を男女同数にするとか、

あるいは定年制を設けるとか、これであっ

たら僕はいいんじゃないかと思うんですが、

どうですか、これは。 

（山下委員） 

 そういうふうにしていきたいんですよね。

任期を設けたりとか。 

（石阪委員長） 
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 任期は必要だと思います。例えば70歳ま

でとか75歳までというふうに。 

（山下委員） 

 ご高齢になってくると何もできなくなっ

てしまうんですよ。人任せ。 

（石阪委員長） 

 今の小川さんのご発言で、あまり年齢が

上がってしまうと。 

（山下委員） 

 そうなんですよね。新しい風をどこかち

ょっと入れていただかないと私たちが提案

しても…… 

（石阪委員長） 

 定年制を設けているところはありますね、

自治会で。 

（山下委員） 

 全部却下されちゃうんですよね。 

（小川委員） 

 新しい風を入れるには自分が入り込むこ

とです。 

（山下委員） 

 却下されちゃうんです。 

（石阪委員長） 

 ただ、今もお話があったけれども、上の

方がずっと長いこといらっしゃるから。 

（小川委員） 

 だから、上の方に対して。 

（石阪委員長） 

 上の方を変えると。 

（小川委員） 

 そう。私は若干その節があるんですね。

今までは無関心だったんです。孫ができた

ので、孫のふるさとになるんだな。そうい

うもやもやをずっと抱えてきて、回り当番

だけしか受けていなかった。でも、出たと

きは連合運動会とか大分昔ですけれども、

１期目のときに、ごみゼロ作戦でいこうと

いって仮装行列をしました。それを全部指

揮して空き缶を集めたり、段ボールでお洋

服を作ったりして行列パレードをしたんで

すね。でも、自分の役が終わったから、２

年に一遍だから、終わってから、あとはも

う関心を示さないでもやもやした町会運営

にずっと流れてきたんですよね。 

 その孫のことを思ったときに、私、町会

に入りました。でも、下だと働けないから、

そこで交通部長をやっていた方が大変だ、

大変だとおっしゃっていたんです。その方

をうちのほうの会の役員に来てもらいたい

がために、私とシフトをチェンジしましょ

うということで、それで入り込んで私は今

交通部長をやっているんですけれども、コ

ロナでもテントを張ってやっているのは、

うちともう一か所、２件だけです。 

（石阪委員長） 

 ですから、恐らく今のお話はやはり…… 

（小川委員） 

 だから、自分で入り込んで。 

（石阪委員長） 

 自分で入るということはもちろんですけ

れども、そういう方がもしいらっしゃらな

いとやっぱり制度設計からちゃんとつくり

直していく必要がありますよね。 

（小川委員） 

 だけれども、今70歳とおっしゃったけれ

ども、私は70をとうに過ぎていますけれど

も、動けるんですよね。やっぱり時間とあ

る程度の…… 

（石阪委員長） 

 ですから、恐らくほかでやっているとこ

ろは70歳以上は入れるんですけれども、役

職にはつかないと、そういうことをやって

いるみたいです。別に入会すること自体は

問題ありません。 

（小川委員） 

 もちろん町会だから。 
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（石阪委員長） 

 70歳で入れませんということはなくて、

入るんだけれども、結構ご高齢の方はそれ

で喜ばれる方もいるんです。 

（小川委員） 

 お若い人は動けないのよね。 

（石阪委員長） 

 もちろん世代によって考え方は違うし、

人によっても違うんですけれども、今の一

つのアイデアとしてはそういったことを試

みとしてやっている自治会もあるというこ

とですので、例えば先ほど言ったように役

職定年みたいなものを設けるとか、それか

ら、あとはクオーター制度を取り入れて、

比較的男女を同数に近づけるとか、そうい

った会員構成にすることによってかなり風

通しもよくなると。そうすると、先ほど言

ったように子育て世代の声、特に女性の声

が入ってきます。いわゆる加入率がこれだ

け落ちているという危機感を持っていると

ころほど逆にそういうことにチャレンジし

てもらいたいというのがあるので、恐らく

担当課としても任意団体ですから、なかな

か町会、自治会に対して言うわけにはいか

ないでしょうけれども、加入率を上げる一

つの方策として、例えば先ほど言った役職

定年制やクオーター制、これをぜひそれぞ

れの自治会、町会に取り入れてくださいと

いう啓発を行ってもいいんじゃないかなと

思います。 

（平井委員） 

 女性活躍推進にもなります。 

（石阪委員長） 

 なりますね。 

（山下委員） 

 そこもちょっと格差じゃないですけれど

も。 

（石阪委員長） 

 何かマークをあげてもいいですよね。足

立区として何か達成できた町会、自治会に

はえるぼしみたいな、足立区バージョンみ

たいな。 

（小川委員） 

 何より防災の観点で人数の把握は町会何

人分ということで、物資とかいろんな指導

が来ますでしょう。そこをもっともっと大

きく足立区はアピールしたほうが町会に入

りやすいと思うんですよね。何のメリット

があると。数があなたの場合、うちは600件、

600件の中に入っていなかったら、601個と

いうことは来ないのよと。届出、申請され

ている数だけの世帯数の物資が来て、その

人たちが優先で、その後に入っていない人

にもちろん切捨てということは絶対ないけ

れども、そういう順番になってしまうから、

やはり町会で絶えず連携を取って、情報を

取ってやることがまず第一の町会に入る目

的になるんじゃないのということで押しつ

けがましく言っています。せっかく区の制

度があるんだから。 

（片野副委員長） 

 今回、防災士のことで町会、自治会の方

と結構会うことがあって、副会長は、結構

女性がいらっしゃるんですね。避難所には

女性リーダーが必要なので防災士に手を挙

げてください、区からの助成もありますか

ら、とお伝えしたら、ある町会の副会長さ

んにそんな話（助成）は聞いたことがなか

ったと言われて、とても驚きました。 

 町会に入らない人が悪い、何で入らない

んだろうというふうに言われてしまいがち

ですが、入ってもらうためにはどうするべ

きか、という話し合いもないまま加入率が

下がり続けているわけですよね。 

ボランティア活動を被災地とか避難所で

やりたいという方は多いので、町会に入っ
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て避難所運営に携わりませんかというアプ

ローチも必要ではないかと思うんです。ト

ップダウンじゃなくてボトムアップの動き

が必要じゃないかなと考えています。 

 町会長に男性が多いのもそうなんですけ

れども、本当は男女同数のはずなのに、な

ぜか上のほうに行けば行くほど男女差が大

きくなっていく。これはスポーツもそうで、

例えばバレーボールは、競技人口は、女性

のほうが多いかもしれないのに、会長さん

は長年男性です。体育協会に会長や理事長

が集まる会議があるのですが、女性は１割

程度です。なぜ、女性が少ないことに疑問

を持たないのか、と思います。 

（石阪委員長） 

 確かに役所のこういった委員にしても、

今クオーターを取り入れられているところ

は多いですよね。数字で40％、30％と言っ

ているんですが、町会でそういう話になる

ことはないんですね。原則役員会の会議を

取っても、ちょっと女性の数が少ないです

よねという議論はほとんどしたことがない

と思いますから、これはやっぱり我々委員

会が町会、自治会に対してこういった意見

が出た、ぜひこういった点を改めてほしい

と。 

（山下委員） 

 これを見てもそうなんですよね。17ペー

ジの男女一緒の防災の管理責任者を両方配

置してほしいというのが上位に上がってい

るので、やっぱり女性のことに関しての避

難所のことは男性には聞きづらいのかなと

いったところも、目配り、気配りのそこら

辺も。 

（石阪委員長） 

 足立区の姿勢として、かなり過激なこと

をするのであれば、それによって補助金や

助成金の額が変わると、それぐらいのこと

もありうるんじゃないかなと私は思います。

この委員会からこういう意見が出て、あと

は区長をはじめ当局がどう判断するかとい

うことですが、それを提案させていただき

たいなという思いはあります。 

（山下委員） 

 任意だと難しいですよね、なかなか。任

意の団体だといろいろ。 

（石阪委員長） 

 もちろんマストではありません。任意団

体ですから。ただ、区の方針がそうなので、

それに従ってもらったところにインセンテ

ィブが働くというのは、それは悪いことで

はないと思うんですよね。特に助成金が一

番影響すると思いますので。 

（片野副委員長） 

 会長は男性でしょうという考えの女性の

方が結構いらっしゃるということを聞いた

ことがあります。女性が副会長で、男性が

会長と女性が思っている。 

（石阪委員長） 

 昔の学級委員みたいですね。委員長は男

性で副委員長は女性。 

（片野副委員長） 

 意識調査でも年齢層の高い方の方が性的

役割分担意識が強いので、どうやって打ち

崩していくかというのも課題だと思います。 

（石阪委員長） 

 ほかの自治体では会長を女性にすると10

万円プラスとか、そういうことをやってい

るところはあるんですけれども、ただ、そ

れはかなり露骨なやり方です。補助金をも

らうために取りあえず、のような自治会も

出てくるでしょうし。ただ、さっき言った

クオーター制みたいなものを取り入れて、

規約の中にちゃんと入れているというとこ

ろは一つ評価してあげてもいいのかなと。 

 それからもう一つは表彰制度です。今ま
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で企業はやっていましたけれども、町会や

自治会の表彰はないですよね。ワーク・ラ

イフ・バランスではなく、ジェンダーバラ

ンスのとれた町会、自治会ということで、

リストアップして表彰するとか、あるいは

モデルになってもらって、それを啓発の先

頭に立ってもらうとか、そういうことがあ

ってもいいかなという気がします。 

 これは単に女性会長を頭に据えるという

だけではなくて、実質的に役員などが男女

ほぼ同数でいろんな取組をやっているとい

うところを評価すべきなのかなとも思いま

すし、そのあたりは本当は町会、自治会の

方々の意見も聞いてみたいところがありま

す。 

（小川委員） 

 現実には町会長さんも町自連の連合の集

まりとか、すごくＰＴＡもしかりですけれ

ども、会長さんになって、そこの学校だけ

の会長で活躍を十分にすればいいか。そう

じゃなくて、もうＰＴＡの連合の集まりや、

そこに入ると、ああ、こんなことがいっぱ

いあるんだということで、それで知って尻

込みする。町会もしかりなんですよね。町

会長さんは町会の中のことだけは私たちに

任せられるけれども、それ以外の関連した

集まりがすごく多いんですよね。 

 それで、住区センターなんかもやはり各

関連の４地区の町会長が主軸となって、そ

こから推薦された人たちが役員として行っ

て、それで、その地域の方々がお使いにな

ると。これは足立区が推進しているんです

よね。 

 また、使用率を求めるんですよね。だか

ら、どんどんそっちのほう。そっちは自分

の使った部分だけちゃちゃっとお掃除して、

登録料だけ払ったり無料のところもあるん

ですけれども、そうすると、町会で同じよ

うな大会、囲碁の大会とかやれ何とかとか

やっても、みんな責任が発生しちゃうから

来ないんですよ。だから、どんどん町会の

ほうも抜けていっちゃうし、町会長なんか

はもう本当に女性が少ないというのはそこ

に起因すると思います。 

（石阪委員長） 

 あとは、制度上、世帯加入になってしま

うとどうしても世帯主が行くという感覚で

すから。 

（小川委員） 

 でも、交通安全なんかは女性が皆さんい

らっしゃいますね。 

（石阪委員長） 

 恐らく女性が出ていくとどうなるかとい

うと、代理で来たみたいな言い方をされる

んじゃないかなと思うんですね。やっぱり

個人加入のほうがすっきりして私はいいん

じゃないかと思うんですけれども。 

（小川委員） 

 それは言えますよね。 

（石阪委員長） 

 例えば10人世帯でも１人世帯でも町会の

会費は一緒ですよね。 

（小川委員） 

 一緒です。 

（石阪委員長） 

 それもなかなか不公平感はあるし、そう

考えるとやっぱり個人で加入するという個

人加入の方向に行きながら、さっき言った

ようなジェンダーバランス、これを考えて

いただくという形にしていかないと、多分

どんどん加入率は下がると思います。この

まま行くと。 

（小川委員） 

 そうですね。個人加入はいいかもしれま

せんね。 

（石阪委員長） 
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 いろいろ意見が出ましたので。 

 じゃあ最後になります。お待たせしまし

た。内藤さん。 

（内藤委員） 

 今のお話に関連していいですか。 

 今の話はこちらには多分そんなに載って

いないかもしれないんですけれども、こち

らの黄色いこれが本体ですよね。 

（石阪委員長） 

 これは意識調査の報告書です。 

（内藤委員） 

 でも、そうですよね。ここで指標として

使っているデータは、最新のものはこちら

のものだったりするわけですよね。 

 関連するものとして今の町内会への参加

などは64ページにあるのかなと思うのです

が、やはり今出ていたように、実際に役員

ということではなくて男女別に見た場合に

活動参加という感じで見ると、ざっと俯瞰

で見ても分かると思うんですね。あなた自

身で、男性、女性といった場合に女性のほ

うが参加しているという結果になっていて、

個人参加にするべきなのか個人単位で会費

を徴収するのかというと、またそこは入り

にくさみたいなものが出てきてしまうかも

しれないので、そこはともかくとして、い

ずれにしても今は地域活動は女性のほうが

担っているけれども、役職者は男性のほう

が多いというアンバランスが生じていると

いうことは確かだと思うんですね。 

 しかも、さっきちょっとまた別なんです

けれども、19ページで先生がお出しになっ

たものの施策20、こちらのほうのプリント

しているほうの区民の学習・自主活動、生

きがいづくり等への支援のところで、学習

センターの講座等への参加の区民の割合も

男女で出したらどうかというお話がありま

したけれども、いずれも結構区民の割合み

たいな感じで書いているものが多いと思う

んですが、ここの委員会の目的は男女の共

同参画であって、男女の間の性別、役割に

関連してのアンバランスを解消しようとい

うことが非常に大きなテーマだと思います

ので、男女別に見てどういうふうなことに

なっているのか。 

 例えば今の孤立対策の19ページのところ

でいいますと、男性がこういった地域の活

動に参加していないということが多分大き

な問題であろうと思うので、男女別の格差

を減らしていく。むしろ女性は今も参加し

ていると思いますし、あとは８ページの施

策２、これはワーク・ライフ・バランスの

ところですけれども、施策２の一番上のと

ころですね。仕事と仕事以外の生活の調和

が取れているとする区民の割合もワーク・

ライフ・バランスはここでのテーマの一つ

なんですが、なぜそれを推進するかという

と、男性と女性でバランスの取り方が全然

違うと。端的に言えば男性は取れていない

ということが大きな問題であって、それが

女性の活躍の足を引っ張っているというの

が特徴なわけで、それを解消したいという

ならば、ここは一般的に区民の割合として

出してもあまり意味がないかなと思ってい

て。 

（石阪委員長） 

 むしろこれはクロス集計のような形で、

男女という形に分けて指標化したほうがク

リアに出てくるだろうと。 

（内藤委員） 

 はい。そのほうがやりやすいのかなと。

あと、目標としてもやりやすい。区民とい

うふうにすると女性も入ってきてしまうの

で、なかなか伸び率もそんなにでもないの

かもしれませんし、ここのやろうとしてい

る目的をしっかり指標に示していくほうが
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いいのかなというふうに思いました。今の

続きでそう思っています。 

 あと、何点か皆さんのお話をお聞きして、

これ自体についての意見というよりは皆さ

んのご意見を伺ってちょっと感じたのは、

最初はＬＧＢＴの話が出て、そして、平井

さんがたしかワーク・ライフ・バランスの

指標のところはそれほどでもないんじゃな

いかというお話があって、どれもみんな同

じ問題なんですよね。 

 さっき申し上げたようにジェンダー規範、

性別役割規範との闘いなんですけれども、

ＬＧＢＴも同じ、男らしさ、女らしさとい

うことをどう克服していくか、押しつけを

しないかということとともに、性別二元論、

この世の中は男性と女性のいずれかのジェ

ンダーに属しているという社会規範がある

わけですけれども、これは私たちが考えて

いたものにしかすぎず、それが真実である

かどうかも分からない。 

 それは違うだろうということでもあるん

ですけれども、それから異性愛主義、女性

だったら男性を好きじゃないか、男性だっ

たら女性を好きであるというのが当たり前

のようになっているが、この性別二元論と

いうのと異性愛主義というのもジェンダー

規範の中に入っている話であって、これと

の闘い、マジョリティーが今まで当然視し

てきたこういうこととの闘いであるのだか

ら、ワーク・ライフ・バランス、女性の活

躍、活躍という言葉はあまり好きじゃない

んですけれども、女性が自分は仕事をした

い、こうしたいと思うのが足かせなくでき

るようにするために、男性のライフを増や

すということとＬＧＢＴは全く同じ問題、

ジェンダー規範との闘いという意味では同

じだと思っています。 

 ですから、ＬＧＢＴの取組もすごい重要

ですけれども、それとそれは全く同じ土俵

の上にあるということでバランスよく、こ

のワーク・ライフ・バランスじゃないです

けれども、やっていく必要があるだろうな

と。根本は一緒だということを忘れないで

いただきたいと思いました。 

 今ちまたではＬＧＢＴ問題というと、ま

るでジェンダー問題から切り離された、女

性差別の問題から切り離された問題かのよ

うに言われていて、特にここでも来ていた

だいたときに出たトイレの話で、例えばＭ

ｔＦの人、トランス女性の人が女性トイレ

を、自分の自認が女性ですから、女性トイ

レを使いたいといったときにシス女性、生

物学的な法律上の女性が例えば恐怖を感じ

るなどという現実があったりするんですけ

れども、それで、そこでの対立が煽られて

いるかのような風潮が今実はネット上です

けれども、こういうふうなことが言われた

りするんですけれども、全くもっておかし

な話であって、トランス女性は女性ですか

ら、女性差別を受ける立場なんですね。で

すから、差別是正をしていく同じ立場であ

って、そして、ジェンダー規範と闘う立場

ですので、そういう風潮は間違ったものと

してここできちんと両者を同じものとして

取り上げていくということが重要だなと思

います。 

 施策として独り歩きして、たくさんある

ので、並べたときにばらばらの方向に行く

んじゃないよというのが分かるといいかな

というふうに思いました。マジョリティー

を原則とする、規範はマジョリティーが原

則になりがちなんですけれども、そうじゃ

なくて多様性が主流化される、主流になる

ということが重要かなというふうに思って

います。 

 それから、２点目として孤立対策のとこ
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ろでちょっと感じたんですけれども、具体

的にいろんな今現時点で孤立している、特

に高齢の男性に対してどうやっていくかと

いうことも重要なんですけれども、やっぱ

りもっと長期的に見た場合に、じゃあ教育

過程で男子に対してどういう教育をしてい

るかというと、助けを求めることについて

男らしくないとか女々しいみたいな捉え方

がされていないだろうか。これは女子に対

してももちろん重要なことなんですけれど

も、何かあったら助けを求める、何か相談

をする、報告するということは全くもって

恥ずかしいことではなくて、それが当然で

あると。むしろそうしないことのほうが恥

ずかしいというふうな。 

 でも、多分これはよく聞くことですけれ

ども、男らしくないとか、もっと男らしく

育ってほしいというような言葉というのは、

やっぱり教育過程の中で同じような立場の

母親から聞くようなこともあったりして、

そういう親の考え方から変えていくことで

高齢男性の孤立というのも行く行くは足立

区の中でなくしていけるのかなと。長い話

ですけれども、そういう点も重要かなと思

いました。子どもに対しては、やっぱり親

世代がどう接するかということですね。 

 それから、今コロナによる女性への影響

の話が出たと思うんですけれども、私もす

ごくそれは感じていて、前々から言われて

いることですけれども、働いている人で言

えばテレワークということはあるんですが、

男女で大分テレワークできる、できないが

分かれて、女性のほうが非正規労働につい

ているので、テレワークを選択できない率

が高かったりとか、サービスだったり非正

規だったりするので、それから、テレワー

クになった場合でも、テレワークの場合で

家事がどうなったかというと、いろんなデ

ータがあるんですけれども、やはりテレワ

ークをする女性のほうが家事が増えて、テ

レワークをしている男性労働者のほうは減

ったというデータなども結構出ていますの

で、そういったところも具体的にどう見て

いくかというところはあれですけれども、

テレワークというのはコロナ禍が去っても

割と定着していく部分もあると思うので、

そこを見ないようにしていると、ここで女

性のワーク・ライフ・バランスをやるとき

に実は影で引っかかっていることになって、

見えないことになるのかなと。 

 テレワークできているからいいじゃんと

いうか、そういうことではなくて、どうし

てもテレワークができていると時間が自由

に使える分、会社に行くよりはあるのでい

いような感じはあるんですけれども、実は

結構見えない家事、今回いろいろ調べてい

ただいていますけれども、見えない家事を

女性が担うことになってしまうのかなとい

うところも見ていったらいいのかなという

ふうに思いました。 

 あと、多分施策としてやっているかとい

うことになるんですけれども、最後は。Ｄ

Ｖの話なんですが、被害者の支援の指標は

結構あったりとか調査もあると思うんです

が、被害者がいるということは加害者、行

為者もいるわけなんですが、このあたりは

施策がどれぐらい行われているかというこ

とが気になりました。 

 これは自分が職場のハラスメント研究を

やっている中でずっと思っていることで、

被害者支援も全然制度として足りていない

んですけれども、その先のことを考えると、

行為者もずっと変わらず存在し続けていて、

この方々の育ちとか、その方々の支援とい

うとちょっとあれですけれども、この方々

に二度と行為をさせないためのことはどう
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いうことかなとちょっと思ってきたので、

ＤＶについても、恐らくＤＶということに

なると地域ということになると思いますの

で、どれぐらい展開されているのかなとい

うところがお尋ねしたいところでした。 

 すみません、長くなりました。 

（石阪委員長） 

 事務局、どうですか、今の点。 

（松本課長） 

 最後に先生がおっしゃった加害者、行為

者についての施策ですが、国からの依頼で

モデル的に都が加害者支援事業を実施する

ことは把握しています。区で加害者施策を

実施できるかは課題ですが、まずは国や都

の動向を見たいと思っているところです。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 男女格差の是正という問題と、それから、

多様性の推進のためにＬＧＢＴをはじめ

様々な支援を行っていますけれども、この

問題とは、同じだという考え方がある一方

で、自治体によっては、条例を２本立てて

いるところもあります。 

 男女の条例と多様性推進条例ですが、足

立区の場合は、今回のパートナーシップ、

ファミリーシップ制度は、これまでの男女

共同参画の条例、この理念に基づいてつく

ったという立てつけになっています。この

条例は、平成15年にできたもので、その間、

大幅な文言の見直しは行っていなかったと

思うんですが、これは事務局、いかがでし

ょうか。 

（松本課長） 

 このたび、男女共同参画の推進条例につ

いては改正予定です。皆様に加えまして、

区議会議員の方を委員として加えるという

ことで、今の15人という定数を18人に変更

するという条例改正案をこのたび出してお

ります。 

 なぜ議員を入れるかということですが、

今までワーク・ライフ・バランス中心に計

画を更新してきましたが、今の社会情勢、

ＬＧＢＴも含めて、大きく見直しをしたい

と考えております。成果指標についてもや

はり先ほど内藤先生がおっしゃっていたよ

うに、男女別にしたり、女性の社会参画な

どに視点を当て、どういった施策がこの計

画に必要なのかというところを大きく見直

すために区議会議員の先生もこちらのほう

に入っていただくということになりました。 

 条例改正については、またこの委員会の

中で皆様方に議論・ご提案をいただいて、

それから条例改正をしていきたいと考えて

おりますので、ぜひ活発なご議論をいただ

ければというふうに思っております。 

（石阪委員長） 

 ということですので、やはりこの間、制

度自体も大きく変わっていく中で、その根

拠となる条例、こちらについてもある程度

見直しが必要だという意見がもし皆さんか

ら出れば、またこれは改めて議題化して一

緒に議論していきたいと思います。 

 ちなみに他地域、例えば私が関わってい

る都内の自治体では、新たにこのＬＧＢＴ

施策に合わせて多様性推進条例を立ち上げ

るということになっていますし、そうでな

いところでも、男女共同参画のもともとあ

った条例を見直す形でそれを運用するとい

うところも出てきています。 

 足立区は今回のＬＧＢＴ支援についても

様々な取組をされていますので、それの根

拠となる条例についてもまた今後、議員さ

んも交えた新たなメンバーでご議論いただ

くということになるということですね。 

 どうぞ。 

（内藤委員） 
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 今の条例を見ているんですが、条例の21

条の委員15人以内をもって組織する、その

ところが18人。 

（石阪委員長） 

 今の条例。 

（内藤委員） 

 今の条例がそうですね、足立区の。18人

のところだけが改正事項です。 

（松本課長） 

 今回は人数の部分だけ改正です。 

（内藤委員） 

 プラス３人が議員さんだということです

ね。ちょっと議会の議事録のほうまでまだ

見ていないんですけれども、その目的のと

ころはどのように言って３人プラスしたん

でしょうか。 

（松本課長） 

 区の他の審議会には議員参加があります

が、本委員会については今まで入っていな

かったというのが１つ。 

 あとは、今回は計画の大きな見直しで、

新たな指標や施策についても検討していく

ということを理由に、早い段階から議論に

加わっていただくこととしています。 

（内藤委員） 

 条例の見直しではなくて計画の見直し。 

（石阪委員長） 

 第８次の行動計画ですね。こちらのほう

を７次から大きく変える可能性があると。

そのために入っていただくという理解です

ね。 

（内藤委員） 

 その改正のときに何か大きな議論はあり

ましたか。 

（松本課長） 

 議案を出した際は特にございませんでし

た。 

（内藤委員） 

 分かりました。 

 

４ 第８次行動計画の骨子案について 

（石阪委員長） 

 それでは、続いての議題にいきたいと思

いますが、４番目です。第８次行動計画の

骨子案についてですが、こちらについても

事務局からお話をいただきますが、資料の

ほうに１次からずっとまとめていただいて

いますよね。 

 １次から７次までの振り返りという形で

載っていますけれども、恐らく説明がある

と思いますが、次期、８次の行動計画、こ

ちらのほうが今骨子として出てまいりまし

た。これについては皆さんからまたご議論

いただく場を改めて設けさせていただきま

すけれども、本日はこの流れを含めて８次

の行動計画になる骨子のところ、ここまで

をご説明いただくということでよろしいで

しょうか。お願いします。 

（松本課長） 

 では、次期計画に向けての振り返りから

いきますと、足立区は昭和58年に第１期計

画ができておりまして、こちらは全国的に

も早いスタートでした。 

 第４次のところで暴力防止、リプロダク

ティブヘルス・アンド・ライツなどの視点

が入ってきています。あとは男女共同参画

の推進条例の制定も第４次からです。 

 第５次からはワーク・ライフ・バランス

が中心で、この10年はワーク・ライフ・バ

ランスを中心に計画ができておりまして、

タイトルもワーク・ライフ・バランス宣言

となっていました。 

 今の現行、第７次ですけれども、こちら

の第７次からは未来へつなぐあだちプロジ

ェクトといいまして、子どもの貧困対策の

視点が追加されています。 
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 ３枚目をおめくりいただくと、現行の第

７次男女共同参画の行動計画まとめ、こち

らは今まで現行の計画の４つの柱について、

昨年度実施した意識調査、黄色い本のこち

らの内容から主な課題というのを柱ごとに

まとめてございます。 

 基本目標については、まずは女性活躍推

進、ワーク・ライフ・バランス推進という

順番ですが、解消されていない問題がある

ということで、様々な分野における女性の

参画拡大というのは次にも引き継ぐ形で今

考えているところです。 

 基本目標、現行の２番は人権尊重、多様

性の分野で、性的マイノリティのいじめで

すとかそういったところで早いうちからの

啓発が必要というような調査結果も出てお

りますので、こちらも引き続き次の計画に

あらゆる人の人権と多様性の尊重というと

ころは盛り込んでいきたいということで、

こちらの案に記載をしてあります。 

 ３つ目はＤＶについてです。こちらも引

き続きＤＶ、虐待の予防と支援ということ

で、柱の３つ目に新規のほうにも盛り込ん

でおります。現行の計画で生活に困難を抱

える家庭の子どもと保護者の支援というの

が足立区の特徴でした。 

今回の案にはありませんが、引き続きこ

ちらのほうは柱として残したいと思ってお

ります。 

新たに推進体制の整備ですとか構築につ

いての柱を入れてございます。 

 こちらはなぜ追加しているかといいます

と、女性の施策というものがなかなか全庁

体制として認識しにくい場合があるため、

計画に書き込み進捗管理をしていく。 

 貧困の関係につきましても、今は柱１の

施策に入れておりますが、皆様からご意見

をいただきたいと思っております。足立区

はＳＤＧｓ認定都市認定されており、貧困

対策が評価されたということもありますの

で、柱にすることも一つの方法だと考えて

おります。ぜひご意見をいただけれと思い

ます。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 

 今ここに新たな４つの柱とありますけれ

ども、今の事務局案としては、例えば今１

の４番目にあるところですね。生活に困難

を抱える家庭の子どもと保護者の支援、こ

れをまた前回のように柱として立ち上げる。

つまりこれで言うと、５本になることもあ

り得ると。皆様からこれはご意見をいただ

いた上で柱立ても決めていくということに

なります。 

 ですから、今日皆さんにお示しいただい

たのは骨子案ということ、言い方を変えれ

ばたたき台ということになりますから、こ

ちらを先ほど申し上げた３人の方を新たに

加えて皆さんと一緒に議論していくという

ことになります。 

 １つ新しいものとしては、一番下にある

４番目ですね。推進体制の整備・強化、こ

ちらについては私もよく男女共同参画は組

織を横串で刺して、全庁的に進めていかな

ければいけない、そういうことをよく申し

上げます。実際には、男女共同参画は一つ

の部局として、結果的には全庁になかなか

横串を刺すようなことができないというこ

ともあります。 

 また、これは区民との連携であったりと

か関係各所、団体との連携ということも必

要になってくるところですので、あえてこ

れを整備・強化するというところを一つ出

したというところは、今までにこのテーマ

では柱としてはなかったというところです
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ので、非常に新しい試みだと思います。 

 本格的な議論については次回からという

ことになりますが、今ちょっと骨子案を見

て何か気になるところがありましたらお願

いできればと思いますが、いかがでしょう

か。 

 １番目については、これはワーク・ライ

フ・バランスですから、ほぼ今までと同じ

ような形になります。これは足立区がずっ

と進めてきたことですね。 

 ２つ目のところが多様性の尊重のところ、

これが今回のＬＧＢＴの問題も含めここに

該当してくるのだろうと。これも前回の問

題をそのまま基本目標２が比較的同じよう

なテーマ。ただ、順番の入れ替えもありと

書いてありますから、今まで足立区はずっ

とワーク・ライフ・バランスをトップに持

ってきていたんですが、この第８次からは

これが逆になる可能性もあり得ると。これ

は別に１番だからより大事とかそういうこ

とでは恐らくないと思うんですけれども、

見せ方の問題ですね。１にあえて多様性の

尊重を持ってくるというのも一つの見せ方

としては大事ということです。ですから今

後の議論の中では、１、２を入れ替える可

能性もあるということです。 

 今日はもう気づいた点だけでいいですけ

れども、片野さん、何かありますか。 

（片野副委員長） 

 実は先日、30代の女性の方と話していて、

男女共同参画がジェンダー平等と結びつか

ない、男女共同参画という言葉を初めて聞

きましたと言われたんです。男女共同参画

＝ジェンダー平等という認識ではないんで

すね。ＬＧＢＴという言葉の認知が高まっ

ている中、この計画を区民に理解してもら

うためにも、男女共同参画という言葉の認

知度を高めていくことが必要ではないかと

思います。 

（石阪委員長） 

 今の話に関連すると、もともと国が男女

共同参画基本法というこの言葉を使って、

法律をつくってしまったんですね。それに

合わせて地方自治体も男女共同参画という

言葉を使い始めたんですが、これ日本語で

は男女共同参画になっていますけれども、

海外向けにはジェンダーイクオリティ、つ

まりジェンダー平等という言葉になってい

るわけです。非常に使い分けをしてしまっ

たわけですね。 

 ですので、例えば今回条例、次回はまた

この話ではないですけれども、例えば将来

的には男女共同参画の今まで足立区が持っ

ていた条例、これを例えばジェンダー平等

推進条例とかこういう形に変えることも可

能ですし、もしそういうご意見が多ければ

そういった形で区長に対して要望すること

も可能ですので、名前とか、それから、考

え方ですね。足立区としてどのようなもの

にしていくのか、また皆さんからご意見を

いただければと思います。 

 内藤さん、今のところで何かありますか。 

（内藤委員） 

 名前ではないんですけれども、名前は大

変難しい課題だと思うので、ちょっとそれ

はさておき、２番目と１番目を入れ替える

案があるということなんですが、私は入れ

替えたほうが、抽象的・理論的なこととい

うか、概念的、理念的なことなので、２は。

２の特に１ですね。これは多分一番最初に

来たほうが分かりやすいのかなと、この計

画という感じはしました。 

 １に関連して、人権の今の２のあらゆる

人の人権のところに関連するのかなと思う

んですが、性別に関する人権でいいますと、

複合的に例えば女性の障害者とかレズビア
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ンとか、レズビアンは女性であり性的少数

者であると。そういう属性が重なり合う人

はより差別を受けているということがあり

ますので、ちょっとどういう形か分かりま

せんけれども、それをちょっと意識した何

かがこのあたりにちょろっとあるといいの

かなと思います。そんなことを感じました。 

 最後の推進体制というのは、とてもいい

ような気がしました。ユニバーサルデザイ

ンの条例などもこのようなたしかつくりに

なっている、足立区さんで持っていると思

います。これがないと、なくても条例には

あるわけですけれども、計画に一つ柱とし

てないと、なかなかここが落ちてしまう。

それぞれのところでやるということなんで

すけれども、落ちてしまうので、見えやす

いように柱にしていただくのはいいのかな

と思いました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。またこれは持ち

帰っていただいて、皆さん、次回以降いろ

いろとご意見をいただければと思います。 

 

５ 事務連絡 

  （１）次回開催 10月27日（木曜日） 

     午後２時～４時 第１学習室 

  （２）その他 

（石阪委員長） 

 それでは、最後５番目になります。事務

連絡ということですけれども、事務局のほ

うからお願いいたします。 

（星屋主任） 

 事務局より事務連絡をさせていただきま

す。 

 まずは次回の開催日程についてですが、

次回は10月27日木曜日の午後２時から４時

までで開催いたします。後日改めて開催通

知を送付させていただきますので、よろし

くお願いします。 

 次に、本日の委員の謝礼についてですが、

配付しております口座振替依頼書にご記入

いただきまして、お帰りの際に事務局まで

ご提出をお願いいたします。 

 以上となります。 

（石阪委員長） 

 ほかは大丈夫でしょうか。よろしいでし

ょうか。 

 それでは、以上で本日の男女共同参画推

進委員会を終了とさせていただきます。長

時間にわたり、どうもありがとうございま

した。 

 


